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規

則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
七
十
八
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
所
得
税
額
等
」
を
「
特
別
区
民
税
額
等
又
は
市
町
村
民
税
額
等
」
に
改

め
る
。

別
表
第
一
㈠
注
５
を
削
り
、
同
表
注
６
中
「注

５

」
を
「注

４

」
に
改
め
、
同
表
中
注
６
を
注
５
と

す
る
。

別
表
第
一
㈡
注
５
を
削
り
、
同
表
中
注
６
を
注
５
と
し
、
同
表
注
７
中
「注

６

」
を
「注

５

」
に
改

め
、
同
表
中
注
７
を
注
６
と
す
る
。

別
表
第
一
㈢
中
「５７９,９００円

」
を
「５７９,０００円

」
に
、
「５７９,９０１円

」
を
「５７９,００１円

」
に
改
め
、

同
表
注
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
３

こ
の
表
の
Ｃ
階
層
に
お
け
る
「
均
等
割
の
額
」
と
は
、
地
方
税
法
第
２９２条

第
１
項
第
１
号

に
規
定
す
る
均
等
割
の
額
を
い
い
、
Ｄ
１
階
層
か
ら
Ｄ
２０階

層
ま
で
に
お
け
る
「
所
得
割
の

額
」
と
は
、
同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
所
得
割
（
こ
の
所
得
割
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
同
法

第
３１４条

の
７
、
第
３１４条

の
８
、
附
則
第
５
条
第
３
項
、
附
則
第
５
条
の
４
第
６
項
及
び
附
則

第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
）
の
額
を
い
う
。

な
お
、
同
法
第
３２３条

（
同
法
第
７３７条

第
１
項
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定



令和3年6月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17367号） ２
す
る
特
別
区
民
税
又
は
市
町
村
民
税
の
減
免
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
所
得
割
の
額
又

は
均
等
割
の
額
か
ら
順
次
控
除
し
て
得
た
額
を
所
得
割
の
額
又
は
均
等
割
の
額
と
す
る
。

別
表
第
一
㈢
注
４
中
「注

３

」
を
「注

４

」
に
改
め
、
同
表
中
注
４
を
注
５
と
し
、
注
３
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

注
４

所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
児
童
等
及
び
そ
の
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
扶
養
義

務
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
指
定

都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
所
得
割
の
額
を
算
定
す

る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「つ

け
て

」
を
「付

け
て

」
に
、
「つ

け
、

」
を
「付

け
、

」
に
、
「受

付

印

」
を
「受

付
年
月
日

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
の
二
様
式
及
び
第
十
一
号
の
三
様
式
中
「（

印
）

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
の
五
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
の
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
一
号
の
七
様
式
中
「つ

け
て

」
を
「付

け
て

」
に
、
「つ

け
、

」
を
「付

け
、

」
に
、

「収
受
印
欄

」
を
「収

受
年
月
日

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
の
八
様
式
中
「収

受
印
欄

」
を
「収

受
年
月
日

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
の
九
様
式
中
「つ

け
て

」
を
「付

け
て

」
に
、
「受

付
印

」
を
「受

付
年
月
日

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
の
十
様
式
中
「（

印
）

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
の
十
一
様
式
中
「

印

」
を
「（

証
明
者
）

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
の
十
二
様
式
中
「

印

」
を
「東

京
都
知
事

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
の
十
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
一
号
の
十
四
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
の
十
五
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
()表

（注）
１
を
削
り
、
同
様
式
()表

（注）
２
中

「ご
記
載
い
た
だ
く

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
()表

（注）
中
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
の
十
六
様
式
及
び
第
十
一
号
の
十
七
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
の
十
八
様
式
中
「３

指
定
年
月
日

年
月

日

」
を

「３
指
定
の
有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
の
二
十
様
式
中
「つ

け
て

」
を
「付

け
て

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
の
二
十
三
様
式
中
「２

指
定
年
月
日

年
月

日

」
を

「２
指
定
の
有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め
、
「（

自
署
又
は
記
名
押
印
）

」
を
削

り
、
「子

ど
も
医
療
課
受
付
印

」
を
「子

ど
も
医
療
課
受
付

」
に
、
「保

健
所
受
付
印

」
を

「保
健
所
受
付

」
に
改
め
、
同
様
式

（注）
３
中
「所

得
税
額
証
明
書

」
を
「特

別
区
民
税
額
証
明
書

又
は
市
町
村
民
税
額
証
明
書

」
に
改
め
、
「（

⑷
が
源
泉
徴
収
票
で
あ
る
場
合
に
は
、
世
帯
調
書
に
は

り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
）

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
の
二
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
の
三
様
式
中
「

」
を

「

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
の
四
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
の
七
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
の
九
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中

「

」
を
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「

」
に
改
め
、
同
様
式
備考
４
中
「「

性
別
」
及

び

」
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
の
二
様
式
中
「

印

」
を
「（
承
諾
者
）

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
の
三
様
式
か
ら
第
十
四
号
の
六
様
式
ま
で
の
規
定
中
「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
の
七
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め
、
同
様
式
備考
５
中
「記

入
す
る
と
と
も
に
、

「
性
別
」
欄
は
、
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で

」
を
「記

入
し
て

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
の
八
様
式
中
「

印

」
を
「（

承
諾
者
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
四
号
の
九
様
式
中
「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
の
十
様
式
中
「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
の
十
一
様
式
及
び
第
十
四
号
の
十
二
様
式
中
「

印

」
を

「（
通
知
者
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
の
十
四
様
式
及
び
第
十
四
号
の
十
五
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
の
十
六
様
式
()表
中
「及

び
印

」
を
削
り
、
「施

設
確
認
印

」
を
「施

設
確
認

」
に
改

め
る
。

別
記
第
十
四
号
の
十
七
様
式
中「

及
び
印
」

を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
の
十
九
様
式
及
び
第
十
四
号
の
二
十
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
の
二
十
一
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。
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別
記
第
十
四
号
の
二
十
二
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
の
二
様
式
中
「

印
」
を
「東

京
都
知
事

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
の
二
の
二
様
式
中
「印

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
の
二
の
三
様
式
中
「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
五
号
の
二
の
四
様
式
中
「印

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
の
二
の
五
様
式
、
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六
号
の
二
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
中

「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
の
三
様
式
中
「印

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」
に
改
め

る
。別

記
第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
中
「

印

」
を
「（

通
知

者
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
「性

別
（
男
・
女
）

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
三
号
の
二
様
式
及
び
第
二
十
三
号
の
三
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
三
号
の
四
様
式
中
「印

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
及
び
第
二
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
二
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
三
様
式
中
「取
扱

者
印

」
を
「取

扱
者

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
四
様
式
中
「取
扱

者
印

」
を
「取

扱者

」
に
、
「同

居
し
て
い
る
児
童
の

氏
名
、
年
齢
及
び
性
別

」
を
「同

居

氏
名

し
て
い
る
児
童
の

及
び
年
齢

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
五
様
式
及
び
第
二
十
九
号
の
六
様
式
中
「

印

」
を

「（
通
知
者
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
七
様
式
中
「（

男
・
女
）

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
八
様
式
中
「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」

に
、
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
九
様
式
中
「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」

に
、
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
十
様
式
中
「

印

」
を
「（

通
知
者
）

」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
十
一
様
式
及
び
第
二
十
九
号
の
十
二
様
式
中
「

印

」

を
「（

通
知
者
）

」
に
、
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
の
十
四
様
式
、
第
二
十
九
号
の
十
七
様
式
及
び
第
二
十
九
号
の
二
十
様
式
中

「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
三
号
様
式
か
ら
第
三
十
五
号
の
二
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
中
「印
」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
及
び
第
四
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
十
二
号
の
三
様
式
か
ら
第
四
十
二
号
の
五
様
式
ま
で
及
び
第
四
十
四
号
様
式
か
ら
第
四
十

六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
別
表
第
一
㈠
か
ら
同
表
㈢
ま
で
の
規
定
は
、

令
和
三
年
七
月
以
後
の
月
分
の
徴
収
す
る
費
用
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
六
月
以
前
の
月
分
の

徴
収
す
る
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
様
式
（
こ
の
規

則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正

を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
五
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の
区

域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
六
月
八
日
付
け
で
同
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

東
京
都
市
計
画
都
市
再
生
特
別
地
区
の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
虎
ノ
門
一
丁
目

東
地
区
）

追
加
す
る
部
分

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
六
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の
区

域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
六
月
八
日
付
け
で
同
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

虎
ノ
門
駅
南
地

区
地
区
計
画

変
更
す
る
部
分

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
七
号

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
志
茂
三
丁
目
９
番
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
事
業
計

画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
組
合
の
名
称

志
茂
三
丁
目
９
番
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

三

施
行
地
区

北
区
志
茂
三
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

港
区
芝
浦
三
丁
目
九
番
一
号

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
七
日

五

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
三
年
六
月
三
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
八
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
同
条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令

和
三
年
七
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
中
沢
一
丁
目
団
地

（
１
号
棟
）

多
摩
市
中
沢
一
丁
目
十
二
番
地
の

二

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
一
戸

二
七
、
五
〇
〇
円

七
二
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
二
、
二
〇
〇
円

八
四
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
八
、
二
〇
〇
円

一
〇
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

三
八
、
一
〇
〇
円

一
〇
〇
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
五
、
七
〇
〇
円

一
二
〇
、
三
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト
一
〇
一

駐
車
場

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
十

三
番
ほ
か

四
五
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

南
花
畑
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

足
立
区
南
花
畑
四
丁
目

十
一
番

一
二
区
画

中
沢
一
丁
目
団
地
駐
車
場

多
摩
市
中
沢
一
丁
目
十

二
番
地
の
二

三
二
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
一
部
の

効
力
を
停
止
す
る
こ
と
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
三

号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六

号
）
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

事
業
者

の
名
称

事
業
所
の

名
称

事
業
所
の

所
在
地

処
分
年

月
日

指
定
の

一
部
の

効
力
の

停
止
の

内
容

通
所
介
護

合
同
会

社
愛
心

倶
楽
部

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
絆
の

家

足
立
区
佐

野
二
丁
目

三
十
二
番

十
四
号
一

〇
二

令
和
三

年
五
月

十
八
日

令
和
三

年
五
月

二
十
五

日
か
ら

令
和
四

年
二
月

二
十
四

日
ま
で

の
期
間
、

新
規
利

用
者
の

受
入
れ

を
停
止

す
る
こ

と
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
四
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
三
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
五
号

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
九
百
十
三
号
（
東
京
都
道
路
占
用
規
則

に
よ
る
徴
収
単
価
）
は
、
令
和
三
年
六
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
六
号

東
京
都
道
路
占
用
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十

二
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
徴
収
単
価
を
別
表
の
と
お
り

定
め
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
徴
収

単
価
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
途
算
出
し
た
単

価
に
よ
る
。

な
お
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
掘
削
復
旧
面
積
又
は
掘
削
復

旧
延
長
を
確
認
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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附

記

一

掘
削
復
旧
工
事
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
占
用
工
事
要
綱
に
よ
る

こ
と
と
し
、
道
路
掘
削
復
旧
工
事
監
督
事
務
費
の
徴
収
対
象
範
囲

は
、
掘
削
部
分
及
び
Ｋ
ｄ
部
分
と
す
る
。

二

道
路
掘
削
復
旧
工
事
監
督
事
務
費
の
額
は
、
道
路
の
機
能
を
原

状
に
回
復
し
得
る
工
種
に
よ
り
、
掘
削
復
旧
面
積
、
掘
削
復
旧
延

長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
の
徴
収
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

な
お
、
掘
削
復
旧
面
積
は
、
小
数
点
以
下
を
切
り
捨
て
て
計
算

し
（
当
該
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
は
、
一
平
方
メ

ー
ト
ル
と
す
る
。
）
、
掘
削
復
旧
延
長
は
、
小
数
点
第
二
位
以
下

を
切
り
捨
て
て
計
算
す
る
。

三

徴
収
単
価
の
適
用
区
分
は
、
工
種
ご
と
に
定
め
る
単
位
に
よ
り

掘
削
復
旧
面
積
又
は
掘
削
復
旧
延
長
に
従
い
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

な
お
、
街
き
ょ
用
集
水
ま
す
、
Ｌ
形
側
溝
用
集
水
ま
す
、
Ｕ
形

側
溝
用
集
水
ま
す
及
び
歩
道
植
樹
帯
縁
石
（
端
部
）
の
徴
収
単
価

適
用
区
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る
街
き
ょ
、
Ｌ
形
側
溝
、
Ｕ
形

側
溝
及
び
歩
道
植
樹
帯
縁
石
（
直
線
部
）
の
掘
削
復
旧
延
長
に
よ

る
。

Ａ

掘
削
復
旧
面
積
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の
又
は
掘

削
復
旧
延
長
が
二
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の

Ｂ

掘
削
復
旧
面
積
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ

ー
ト
ル
ま
で
の
も
の
又
は
掘
削
復
旧
延
長
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の

Ｃ

掘
削
復
旧
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は

掘
削
復
旧
延
長
が
五
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

四

掘
削
部
分
に
つ
い
て
、
工
種
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

各
工
種
ご
と
の
掘
削
復
旧
面
積
又
は
掘
削
復
旧
延
長
に
よ
る
も
の
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と
す
る
。

五

昼
夜
連
続
施
工
の
場
合
の
道
路
掘
削
復
旧
工
事
監
督
事
務
費
の

単
価
は
、
昼
間
単
価
に
夜
間
単
価
を
加
え
た
額
の
二
分
の
一
と
す

る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
七
号

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中
「
第
五
十
六
条
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
六
十
一
条

第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
六
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
手
回
り
品
の
点
検
）

第
六
十
一
条

第
五
十
八
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の

を
車
内
へ
持
ち
込
む
こ
と
そ
の
他
の
車
内
及
び
停
留
場
に
お
け
る

他
の
旅
客
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
防
止
す
る
た

め
、
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
旅
客
の
立
会
い
を
求
め
、

手
回
り
品
の
内
容
を
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
旅

客
に
対
し
、
当
該
点
検
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

旅
客
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
回
り
品
の
内
容
の
点
検
又
は

協
力
の
求
め
に
応
じ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
車
両
に
乗
車
で
き
な
い

と
き
（
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
品
を
所
持
し
て
い
な
か
つ

た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
他
の
車
両
に
乗
り
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
回
り
品
の
内
容
の
点
検
若
し
く
は
協

力
の
求
め
に
応
じ
な
い
旅
客
又
は
点
検
後
の
指
示
に
従
わ
な
い
旅

客
に
対
し
て
は
、
前
途
の
乗
車
を
拒
否
し
、
車
内
又
は
停
留
場
か

ら
の
退
去
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
八
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局

規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
手
回
り
品
の
点
検
）

第
百
七
条

第
百
四
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
車

内
へ
持
ち
込
む
こ
と
そ
の
他
の
車
内
及
び
駅
に
お
け
る
他
の
旅
客

に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
特
に

必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
旅
客
の
立
会
い
を
求
め
、
手
回
り

品
の
内
容
を
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
旅
客
に
対

し
、
当
該
点
検
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

旅
客
（
定
期
乗
車
券
を
使
用
す
る
旅
客
を
除
く
。
）
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
手
回
り
品
の
内
容
の
点
検
又
は
協
力
の
求
め
に
応

じ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
列
車
に
乗
車
で
き
な
い
と
き
（
第
百
四
条

各
号
に
掲
げ
る
物
品
を
所
持
し
て
い
な
か
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
取
扱
い
を
選
択
の
上
、
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
回
数
乗
車
券
を
使
用
す
る
旅

客
は
、
無
賃
送
還
の
取
扱
い
に
限
り
、
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

第
九
十
条
に
規
定
す
る
旅
行
の
中
止
及
び
旅
客
運
賃
の
払
戻

し
二

第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
有
効
期
間
の
延
長

三

第
九
十
二
条
に
規
定
す
る
無
賃
送
還
及
び
旅
客
運
賃
の
払
戻

し

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
回
り
品
の
内
容
の
点
検
若
し
く
は
協

力
の
求
め
に
応
じ
な
い
旅
客
又
は
点
検
後
の
指
示
に
従
わ
な
い
旅

客
に
対
し
て
は
、
前
途
の
乗
車
を
拒
否
し
、
車
内
又
は
駅
か
ら
の

退
去
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
二
十
九
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
（
平
成
二
十
年

交
通
局
規
程
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
手
回
品
の
点
検
）

第
百
三
十
三
条

第
百
三
十
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
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の
を
車
内
へ
持
ち
込
む
こ
と
そ
の
他
の
車
内
及
び
駅
に
お
け
る
他

の
旅
客
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、

特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
旅
客
の
立
会
い
を
求
め
、
手

回
品
の
内
容
を
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
旅
客
に

対
し
、
当
該
点
検
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

旅
客
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
回
品
の
内
容
の
点
検
又
は
協

力
の
求
め
に
応
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
列
車
に
乗
車
で
き
な
い
と

き
（
第
百
三
十
条
各
号
に
掲
げ
る
物
品
を
所
持
し
て
い
な
か
っ
た

場
合
に
限
る
。
）
は
、
所
持
す
る
乗
車
券
の
種
類
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
取
扱
い
を
選
択
の
上
、
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

普
通
乗
車
券

旅
客
運
賃
の
払
戻
し
及
び
無
賃
送
還
の
取
扱

い
二

回
数
乗
車
券

無
賃
送
還
の
取
扱
い

三

団
体
乗
車
券

旅
客
運
賃
の
払
戻
し

四

貸
切
乗
車
券

旅
客
運
賃
の
払
戻
し

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
回
品
の
内
容
の
点
検
若
し
く
は
協
力

の
求
め
に
応
じ
な
い
旅
客
又
は
点
検
後
の
指
示
に
従
わ
な
い
旅
客

に
対
し
て
は
、
前
途
の
乗
車
を
拒
否
し
、
車
内
又
は
駅
か
ら
の
退

去
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

労
働
委
員
会
規
則
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
交
付

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
２４年

中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
１
号
）

第
４９条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示

に
よ
る
交
付
を
行
う
。

な
お
、
交
付
す
べ
き
書
類
は
、
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査

調
整
課
に
保
管
し
、
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。

受
領
し
な
い
と
き
は
、
令
和
３
年
７
月
１４日

の
終
了
を
も
っ
て
書
類

の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
３
年
６
月
３０日

東
京
都
労
働
委
員
会

会
長

金
井

康
雄

記

１
事
件
名

都
労
委
平
成
３１年

不
第
１７号

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件

（
Ｗ
Ｉ
Ｎ
事
件
）

２
交
付
す
べ
き
書
類

１
の
事
件
に
関
す
る
命
令
書

３
交
付
を
受
け
る
べ
き
者

申
立
時
の
所
在
地

江
戸
川
区
南
小
岩
八
丁
目
１４番

２１号

被
申
立
人

合
同
会
社
Ｗ
Ｉ
Ｎ

代
表
社
員

河
村

眞
之
助

正

誤

○
令
和
三
年
四
月
十
六
日
付
雑
報
（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第

六
号
）

二
十
二
ペ
ー
ジ
下
段
中
「
「候

補
者

」
を
「候

補
者
氏
名

」
に
改

め
、
「㊞

」
を
削
る
。
」
を
「
「候

補
者

㊞

」
を

「候
補
者
氏
名

」
に
改
め
る
。
」
に
、
「
別
紙
第
四
号
様
式
」
を

「
別
紙
第
四
号
様
式
及
び
別
紙
第
七
号
様
式
か
ら
別
紙
第
九
号
様
式

ま
で
の
規
定
」
に
訂
正
す
る
。

二
十
二
ペ
ー
ジ
下
段
四
行
目
及
び
五
行
目
を
削
除
す
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


